
町からのお知らせ

　　　物を飼うことは、動物の命を預かるこ
　　　とです。飼い主は、動物が健康で快適
に暮らせるようにするとともに、社会や近隣
に迷惑を及ぼさないようにする責任がありま
す。人と動物が、ともに安心・安全に生きて
いける社会をつくるためには、飼い主のモラ
ルとマナーが必要です。

の を しく し、 まで

　をも て うこと

・正しい飼い方の知識をもちましょう

や の発 を すること

・フンの始末をすることは飼い主の責任です

・家の中で飼っている場合、脱出を防止しまし

　ょう。外出すると感染症にかかる危険や交通

　事故に遭う危険もあります。

やみに させないこと

・生まれてくる全ての命に責任をもちましょう

・むやみな繁殖を制限するために、去勢手術や

　避妊手術を行いましょう

に る の をもつこと

・動物と人の双方に感染する病気について、正

　しい知識をもちましょう。（狂犬病予防注射は

　年１回必ず受けましょう）

を らかにすること

・首輪や名札、マイクロチップなどをつけるこ

　とによって、迷子になった際の早期発見につ

　ながります。

い に て しい５か ペットの飼い主の皆さんへ
問  町民課くらし環境係　☎８５-６１３１

動

　　動物病院（獣医師）は、

　皆さんの良きパートナーです。

健康面はもちろん、飼い方につい

　ても分からないことは相談

　　　しましょう。
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　現在お持ちの認定証の有効期限は、平
成 28 年７月 31 日までとなっています。
８月以降も継続して入院される等で認定
証が必要な方は、更新の手続きをお願い
します。７月 31 日までに更新の手続き
をされた方には、８月上旬に郵送します。

すでに認定証の交付を受けている方へ
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